
    鹿児島市安心安全通学費補助金交付要綱         

  （趣旨）

第１条 この要綱は、鹿児島市が設置する小学校及び中学校（以下「鹿児島市立学校」という。

）に、交通安全を理由に公共交通機関等（次条第１項第２号に定める公共交通機関及び通学用

バス等をいう。以下同じ。）を利用して通学する児童生徒の保護者の経済的負担の軽減を図る

ため、予算の範囲内において鹿児島市安心安全通学費補助金（以下「補助金」という。）を交

付するについて、鹿児島市補助金等交付規則（平成９年規則第１０号。以下「規則」という。

）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助金の交付対象者）

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する児童生徒の

保護者とする。ただし、通学用バス等については、通学に利用する公共交通機関の運行がさ

れていない場合（所要時間、運賃等を勘案し、合理的な経路による公共交通機関の運行がさ

れていないと市長が認めるときを含む。）に限るものとする。

⑴ 鹿児島市立学校に校区内から通学する者（鹿児島市全域を通学区域とする学校に通学す

る者は除く。）

⑵ 片道の通学距離（住居から学校までの最も経済的な通常の経路及び方法により通学する

場合の距離をいう。）が児童にあっては４キロメートル未満、生徒にあっては６キロメー

トル未満で、路線バス、軌道若しくは鉄道（以下「公共交通機関」という。）又は児童生

徒の保護者等で構成する団体がバス事業者等に委託して運行する通学用バス等（以下「通

学用バス等」という。）を通学定期券若しくはこれに相当する乗車証又はＩＣカード乗車

券（公共交通事業者が発行する運賃収受用のＩＣカードをいう。以下同じ。）を利用して

通学する者

⑶ 通常の通学路に歩道整備の不十分な箇所が連続してあり、通学時間帯の交通量が多いため

に徒歩又は自転車により通学することが困難であると学校長及び教育委員会が認める者

２ 前項の規定にかかわらず、他の法令等により通学費の援助の対象となる者の保護者は、補

助金の交付を受けることができないものとする。

（補助金の交付対象経費）

第３条 補助金の交付対象経費は、通学に利用した公共交通機関等の利用に要した経費とする。

（補助金の額）

第４条 補助金の額は、各学期の初日から起算して１月ごとに算定するものとする。

２ 公共交通機関を利用する者に係る１月当たりの補助金の額は、有効期間を１月とする通学

定期券の額（当該通学定期券の期間が鹿児島市立学校管理規則（昭和４２年教育委員会規則

第１７号）第５３条第２項第１号から第５号に定める期間（以下「長期休業期間」という。



）を含むときは、長期休業期間を含む１月の通学定期券の額と登校すべき日数に公共交通機

関の旅客運賃の２倍に相当する額を乗じて得た額のうちいずれか低い額）に相当する額の２

分の１に相当する額（その額に１円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

以下この条において同じ。）を限度として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める

額とする。

  (1) 定期券利用者に対する補助金の額 通学定期券の額（当該通学定期券の期間が長期休

業期間を含むときは、当該通学定期券の額を当該通学定期券の期間の日数で除して得た

額に長期休業期間の日数を乗じて得た額を控除した額）の総額の２分の１に相当する額

とする。

   (2) ＩＣカード乗車券利用者に対する補助金の額 通学に要した公共交通機関の運賃の額

の総額（公共交通事業者による運賃の割引がある場合は、当該割引後の額）に１１分の

１０を乗じて得た額の２分の１に相当する額とする。

３ 通学用バス等を利用する者に係る１月当たりの補助金の額は、近傍の公共交通の状況を勘

案して市長が定める額を限度として、児童生徒の保護者が負担する額の２分の１に相当する

額とする。

（資格認定申請）

第５条 補助金の交付を受けようとするものは、毎年度指定された期日（転居その他の理由に

より年度の中途補助金の交付を受けようとする者については、市長が別に定める期日）まで

に、安心安全通学費補助金受給資格認定申請書（様式第１）を学校長を経由して市長に提出

しなければならない。

（認定の可否）

第６条 市長は、受給資格の認定申請があったときは、内容を審査のうえ、受給資格の認定の

可否を決定し、安心安全通学費補助金受給資格認定（非認定）通知書（様式第２）により、

その決定の内容及びこれに付した条件を、学校長を通じて当該申請者に通知するものとする。

（実績報告）

第７条 前条の規定により受給資格認定の通知を受けた者（以下「補助対象者」という。）は、

補助金の交付を受けようとするときは、各学期ごとの、指定された期日までに学校長を経由し

て通学の実績について市長に報告しなければならない。

２ 規則第２６条の規定により、前項の規定による実績報告に係る様式については、安心安全

通学費実績報告書（様式第３）によるものとする。

（補助金の支給額の決定通知）

第８条 市長は、補助金の実績報告があったときは、内容を審査のうえ、安心安全通学費補助

金支給額決定通知書（様式第４）により、補助対象者に通知するものとする。

（補助金の交付請求書の様式の特例等）



第９条 前条の規定により通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、

指定された期日までに学校長を経由して安心安全通学費補助金交付請求書を市長に提出しな

ければならない。

２ 規則第２６条の規定により、補助金の交付請求に係る様式については、安心安全通学費補

助金交付請求書（様式第５）によるものとする。

（申請内容の変更）

第１０条 補助対象者は、安心安全通学費補助金受給資格認定申請の内容に変更があったとき

は、申請内容の変更届（様式第６）により、学校長を経由して市長に提出するものとする。

（交付申請等の省略）

第１１条 規則第２５条の規定により、規則第４条に規定する補助金等の交付の申請、規則第

５条に規定する補助金等の交付の決定、規則７条に規定する決定の通知及び規則第１５条に

規定する確定通知については、省略するものとする。

（その他）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

   付 則

（施行期日）

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

   付 則

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。


